
−
27
7
−

４．償却資産の段階別納税義務者数等に関する調
①　合　計
⑴　全 国 計

（単位：千
人
円）

区 分 納 税 義 務 者 数 課 税 標 準 額

１５０万円未満のもの

１５０万円以上１６０万円未満のもの

１６０万円以上１７０万円未満のもの

１７０万円以上１８０万円未満のもの

１８０万円以上１９０万円未満のもの

１９０万円以上２００万円未満のもの

２００万円以上２５０万円未満のもの

２５０万円以上３００万円未満のもの

３００万円以上１，０００万円未満のもの

１，０００万円以上２，０００万円未満のもの

２，０００万円以上３，０００万円未満のもの

３，０００万円以上１億円未満のもの

１億円以上のもの

計

計
の
内
訳

法第３８９条関係
大 臣 配 分 分

知 事 配 分 分

法 第７４３条 関 係

2,514,557 1,264,709,168

35,924 55,656,485

33,264 54,860,112

31,442 55,007,063

29,252 54,102,605

27,425 53,461,783

116,229 260,131,481

91,092 249,608,736

483,682 2,685,375,378

180,476 2,546,435,881

76,468 1,870,136,695

141,171 7,644,784,370

99,846 99,707,146,247

3,860,828 116,501,416,004

31,933 62,945,877,364

2,109 3,555,266,550

277 330,391,423
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⑵　大 都 市 計
（単位：千

人
円）

区 分 納 税 義 務 者 数 課 税 標 準 額

１５０万円未満のもの

１５０万円以上１６０万円未満のもの

１６０万円以上１７０万円未満のもの

１７０万円以上１８０万円未満のもの

１８０万円以上１９０万円未満のもの

１９０万円以上２００万円未満のもの

２００万円以上２５０万円未満のもの

２５０万円以上３００万円未満のもの

３００万円以上１，０００万円未満のもの

１，０００万円以上２，０００万円未満のもの

２，０００万円以上３，０００万円未満のもの

３，０００万円以上１億円未満のもの

１億円以上のもの

計

計
の
内
訳

法第３８９条関係
大 臣 配 分 分

知 事 配 分 分

法 第７４３条 関 係

998,378 642,961,645

9,246 14,323,207

8,614 14,206,125

8,196 14,337,605

7,667 14,179,629

7,163 13,965,608

30,609 68,544,115

24,745 67,837,748

135,292 752,914,036

51,462 725,838,523

21,476 523,881,805

37,099 2,015,442,394

23,641 22,881,965,463

1,363,588 27,750,397,903

2,403 7,836,404,450

61 240,898,993

– –
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⑶　都 市 計
（単位：千

人
円）

区 分 納 税 義 務 者 数 課 税 標 準 額

１５０万円未満のもの

１５０万円以上１６０万円未満のもの

１６０万円以上１７０万円未満のもの

１７０万円以上１８０万円未満のもの

１８０万円以上１９０万円未満のもの

１９０万円以上２００万円未満のもの

２００万円以上２５０万円未満のもの

２５０万円以上３００万円未満のもの

３００万円以上１，０００万円未満のもの

１，０００万円以上２，０００万円未満のもの

２，０００万円以上３，０００万円未満のもの

３，０００万円以上１億円未満のもの

１億円以上のもの

計

計
の
内
訳

法第３８９条関係
大 臣 配 分 分

知 事 配 分 分

法 第７４３条 関 係

1,173,701 479,329,880

20,578 31,879,956

18,903 31,173,005

18,002 31,496,204

16,663 30,819,481

15,710 30,624,192

66,098 147,900,288

51,256 140,455,000

270,465 1,499,752,468

99,953 1,410,415,990

42,552 1,041,652,331

80,837 4,374,027,951

59,638 60,282,454,217

1,934,356 69,531,980,963

18,495 46,468,641,988

1,085 2,635,071,371

– –
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⑷　町 村 計
（単位：千

人
円）

区 分 納 税 義 務 者 数 課 税 標 準 額

１５０万円未満のもの

１５０万円以上１６０万円未満のもの

１６０万円以上１７０万円未満のもの

１７０万円以上１８０万円未満のもの

１８０万円以上１９０万円未満のもの

１９０万円以上２００万円未満のもの

２００万円以上２５０万円未満のもの

２５０万円以上３００万円未満のもの

３００万円以上１，０００万円未満のもの

１，０００万円以上２，０００万円未満のもの

２，０００万円以上３，０００万円未満のもの

３，０００万円以上１億円未満のもの

１億円以上のもの

計

計
の
内
訳

法第３８９条関係
大 臣 配 分 分

知 事 配 分 分

法 第７４３条 関 係

342,478 142,417,643

6,100 9,453,322

5,747 9,480,982

5,244 9,173,254

4,922 9,103,495

4,552 8,871,983

19,522 43,687,078

15,091 41,315,988

77,925 432,708,874

29,061 410,181,368

12,440 304,602,559

23,235 1,255,314,025

16,567 16,542,726,567

562,884 19,219,037,138

11,035 8,640,830,926

963 679,296,186

277 330,391,423
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②　個　人
⑴　全 国 計

（単位：千
人
円）

区 分 納 税 義 務 者 数 課 税 標 準 額

１５０万円未満のもの

１５０万円以上１６０万円未満のもの

１６０万円以上１７０万円未満のもの

１７０万円以上１８０万円未満のもの

１８０万円以上１９０万円未満のもの

１９０万円以上２００万円未満のもの

２００万円以上２５０万円未満のもの

２５０万円以上３００万円未満のもの

３００万円以上１，０００万円未満のもの

１，０００万円以上２，０００万円未満のもの

２，０００万円以上３，０００万円未満のもの

３，０００万円以上１億円未満のもの

１億円以上のもの

計

計
の
内
訳

法第３８９条関係
大 臣 配 分 分

知 事 配 分 分

法 第７４３条 関 係

894,849 388,765,352

10,821 16,764,234

9,704 16,001,972

9,197 16,090,451

8,361 15,462,836

7,698 15,008,547

30,803 68,840,462

22,621 61,921,369

89,003 463,647,327

17,146 233,605,854

3,848 92,773,801

2,643 121,384,894

244 56,130,734

1,106,938 1,566,397,833

56 2,073,429

4 1,910,981

81 –
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⑵　大 都 市 計
（単位：千

人
円）

区 分 納 税 義 務 者 数 課 税 標 準 額

１５０万円未満のもの

１５０万円以上１６０万円未満のもの

１６０万円以上１７０万円未満のもの

１７０万円以上１８０万円未満のもの

１８０万円以上１９０万円未満のもの

１９０万円以上２００万円未満のもの

２００万円以上２５０万円未満のもの

２５０万円以上３００万円未満のもの

３００万円以上１，０００万円未満のもの

１，０００万円以上２，０００万円未満のもの

２，０００万円以上３，０００万円未満のもの

３，０００万円以上１億円未満のもの

１億円以上のもの

計

計
の
内
訳

法第３８９条関係
大 臣 配 分 分

知 事 配 分 分

法 第７４３条 関 係

232,554 145,900,178

2,346 3,633,583

2,095 3,455,265

2,010 3,518,238

1,833 3,389,719

1,778 3,467,283

6,939 15,521,907

5,517 15,132,374

23,254 122,731,816

5,172 70,951,698

1,290 31,151,242

846 38,479,472

75 14,132,559

285,709 471,465,334

6 7,210

– –

– –
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⑶　都 市 計
（単位：千

人
円）

区 分 納 税 義 務 者 数 課 税 標 準 額

１５０万円未満のもの

１５０万円以上１６０万円未満のもの

１６０万円以上１７０万円未満のもの

１７０万円以上１８０万円未満のもの

１８０万円以上１９０万円未満のもの

１９０万円以上２００万円未満のもの

２００万円以上２５０万円未満のもの

２５０万円以上３００万円未満のもの

３００万円以上１，０００万円未満のもの

１，０００万円以上２，０００万円未満のもの

２，０００万円以上３，０００万円未満のもの

３，０００万円以上１億円未満のもの

１億円以上のもの

計

計
の
内
訳

法第３８９条関係
大 臣 配 分 分

知 事 配 分 分

法 第７４３条 関 係

476,893 174,669,089

6,051 9,375,031

5,443 8,975,047

5,229 9,147,732

4,655 8,608,959

4,260 8,306,702

16,993 37,964,651

12,226 33,452,305

46,993 243,551,845

8,442 114,860,964

1,804 43,551,602

1,213 55,221,463

115 30,059,801

590,317 777,745,191

30 1,278,634

1 1,731

– –
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⑷　町 村 計
（単位：千

人
円）

区 分 納 税 義 務 者 数 課 税 標 準 額

１５０万円未満のもの

１５０万円以上１６０万円未満のもの

１６０万円以上１７０万円未満のもの

１７０万円以上１８０万円未満のもの

１８０万円以上１９０万円未満のもの

１９０万円以上２００万円未満のもの

２００万円以上２５０万円未満のもの

２５０万円以上３００万円未満のもの

３００万円以上１，０００万円未満のもの

１，０００万円以上２，０００万円未満のもの

２，０００万円以上３，０００万円未満のもの

３，０００万円以上１億円未満のもの

１億円以上のもの

計

計
の
内
訳

法第３８９条関係
大 臣 配 分 分

知 事 配 分 分

法 第７４３条 関 係

185,402 68,196,085

2,424 3,755,620

2,166 3,571,660

1,958 3,424,481

1,873 3,464,158

1,660 3,234,562

6,871 15,353,904

4,878 13,336,690

18,756 97,363,666

3,532 47,793,192

754 18,070,957

584 27,683,959

54 11,938,374

230,912 317,187,308

20 787,585

3 1,909,250

81 –
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③　法　人
⑴　全 国 計

（単位：千
人
円）

区 分 納 税 義 務 者 数 課 税 標 準 額

１５０万円未満のもの

１５０万円以上１６０万円未満のもの

１６０万円以上１７０万円未満のもの

１７０万円以上１８０万円未満のもの

１８０万円以上１９０万円未満のもの

１９０万円以上２００万円未満のもの

２００万円以上２５０万円未満のもの

２５０万円以上３００万円未満のもの

３００万円以上１，０００万円未満のもの

１，０００万円以上２，０００万円未満のもの

２，０００万円以上３，０００万円未満のもの

３，０００万円以上１億円未満のもの

１億円以上のもの

計

計
の
内
訳

法第３８９条関係
大 臣 配 分 分

知 事 配 分 分

法 第７４３条 関 係

1,619,708 875,943,816

25,103 38,892,251

23,560 38,858,140

22,245 38,916,612

20,891 38,639,769

19,727 38,453,236

85,426 191,291,019

68,471 187,687,367

394,679 2,221,728,051

163,330 2,312,830,027

72,620 1,777,362,894

138,528 7,523,399,476

99,602 99,651,015,513

2,753,890 114,935,018,171

31,876 62,943,803,276

2,105 3,553,355,569

196 330,391,423
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⑵　大 都 市 計
（単位：千

人
円）

区 分 納 税 義 務 者 数 課 税 標 準 額

１５０万円未満のもの

１５０万円以上１６０万円未満のもの

１６０万円以上１７０万円未満のもの

１７０万円以上１８０万円未満のもの

１８０万円以上１９０万円未満のもの

１９０万円以上２００万円未満のもの

２００万円以上２５０万円未満のもの

２５０万円以上３００万円未満のもの

３００万円以上１，０００万円未満のもの

１，０００万円以上２，０００万円未満のもの

２，０００万円以上３，０００万円未満のもの

３，０００万円以上１億円未満のもの

１億円以上のもの

計

計
の
内
訳

法第３８９条関係
大 臣 配 分 分

知 事 配 分 分

法 第７４３条 関 係

765,824 497,061,467

6,900 10,689,624

6,519 10,750,860

6,186 10,819,367

5,834 10,789,910

5,385 10,498,325

23,670 53,022,208

19,228 52,705,374

112,038 630,182,220

46,290 654,886,825

20,186 492,730,563

36,253 1,976,962,922

23,566 22,867,832,904

1,077,879 27,278,932,569

2,397 7,836,397,240

61 240,898,993

– –
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⑶　都 市 計
（単位：千

人
円）

区 分 納 税 義 務 者 数 課 税 標 準 額

１５０万円未満のもの

１５０万円以上１６０万円未満のもの

１６０万円以上１７０万円未満のもの

１７０万円以上１８０万円未満のもの

１８０万円以上１９０万円未満のもの

１９０万円以上２００万円未満のもの

２００万円以上２５０万円未満のもの

２５０万円以上３００万円未満のもの

３００万円以上１，０００万円未満のもの

１，０００万円以上２，０００万円未満のもの

２，０００万円以上３，０００万円未満のもの

３，０００万円以上１億円未満のもの

１億円以上のもの

計

計
の
内
訳

法第３８９条関係
大 臣 配 分 分

知 事 配 分 分

法 第７４３条 関 係

696,808 304,660,791

14,527 22,504,925

13,460 22,197,958

12,773 22,348,472

12,008 22,210,522

11,450 22,317,490

49,105 109,935,637

39,030 107,002,695

223,472 1,256,200,623

91,511 1,295,555,026

40,748 998,100,729

79,624 4,318,806,488

59,523 60,252,394,416

1,344,039 68,754,235,772

18,465 46,467,363,354

1,084 2,635,069,640

– –
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⑷　町 村 計
（単位：千

人
円）

区 分 納 税 義 務 者 数 課 税 標 準 額

１５０万円未満のもの

１５０万円以上１６０万円未満のもの

１６０万円以上１７０万円未満のもの

１７０万円以上１８０万円未満のもの

１８０万円以上１９０万円未満のもの

１９０万円以上２００万円未満のもの

２００万円以上２５０万円未満のもの

２５０万円以上３００万円未満のもの

３００万円以上１，０００万円未満のもの

１，０００万円以上２，０００万円未満のもの

２，０００万円以上３，０００万円未満のもの

３，０００万円以上１億円未満のもの

１億円以上のもの

計

計
の
内
訳

法第３８９条関係
大 臣 配 分 分

知 事 配 分 分

法 第７４３条 関 係

157,076 74,221,558

3,676 5,697,702

3,581 5,909,322

3,286 5,748,773

3,049 5,639,337

2,892 5,637,421

12,651 28,333,174

10,213 27,979,298

59,169 335,345,208

25,529 362,388,176

11,686 286,531,602

22,651 1,227,630,066

16,513 16,530,788,193

331,972 18,901,849,830

11,014 8,640,042,682

960 677,386,936

196 330,391,423




